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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第66期 

第１四半期 
連結累計期間 

第67期 
第１四半期 
連結累計期間 

第66期 

会計期間 
自平成27年４月１日 
至平成27年６月30日 

自平成28年４月１日 
至平成28年６月30日 

自平成27年４月１日 
至平成28年３月31日 

売上高 （百万円） 4,860 4,321 22,920 

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △328 △219 479 

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 

（百万円） △496 106 115 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △494 67 △168 

純資産額 （百万円） 6,453 6,847 6,779 

総資産額 （百万円） 27,634 27,302 27,548 

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△） 

（円） △17.57 3.76 4.10 

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額 
（円） － 2.64 2.92 

自己資本比率 （％） 23.4 25.1 24.6 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高は、消費税及び地方消費税（以下消費税等という。）抜きの価格で表示しております。

３．第66期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結累計期間において、当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 なお、当第１四半期連結会計期間末日後「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （重要な後発事

象）」に記載の契約を締結しております。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社企業グループが判断したものでありま

す。

 

(1) 業績の状況

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や個人消費に力強さが欠け、設備投資についても

輸出企業を中心に停滞し、また、中国をはじめとするアジア新興国や資源国等の経済の減速、英国のＥＵ離脱が

世界経済に及ぼす影響も懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

 このような事業環境において、当第１四半期連結累計期間における売上高は、情報システムの減少及び前年７

月１日に計測事業を譲渡したことに伴い、前年同四半期比５億39百万円減少の43億21百万円（前年同四半期比

11.1%減）となりました。

 損益に関しましては、売上高は減少したものの、原価改善、諸経費削減等により営業損失は前年同四半期比１

億15百万円改善の１億95百万円、経常損失は前年同四半期比１億８百万円改善の２億19百万円となりました。ま

た、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴う法人税等調

整額の減少により、前年同四半期比６億２百万円改善の１億６百万円となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

「情報システム」

  情報システムは、売上高が官需市場で国内調達が減少している影響により前年同四半期比４億59百万円減少

の20億81百万円（18.1%減）となりました。

  損益に関しましては、諸経費の削減に努めたものの売上高の減少及び原価率の悪化により前年同四半期比96

百万円悪化の２億24百万円のセグメント損失となりました。

「電子機器」

  電子機器は、計測事業譲渡による減収に加え、赤外線機器は市場の低迷による影響で減収となったものの、

接合機器がスマートフォン等情報機器に使用される電子部品の小型化に対応する生産設備の需要を取り込み、

装置が好調に推移し増収となったことから、売上高は前年同四半期と比較してほぼ横ばいの１百万円減少の15

億24百万円（0.1%減）となりました。

  損益に関しましては、プロダクトミックスの変動による利益の増加及び諸経費の削減に努めた結果、前年同

四半期比１億19百万円改善の96百万円のセグメント利益となりました。

「プリント配線板」

  プリント配線板は、車載向けの半導体高温スクリーニングテスト用基板が好調に推移したものの、当社の得

意とする高信頼性基板及び半導体計測装置向け基板の減少により、売上高は前年同四半期比77百万円減少の７

億14百万円（9.8%減）となりました。

  損益に関しましては、生産性の向上による原価低減及び固定費削減に努めた結果、前年同四半期と比較して

93百万円改善の67百万円のセグメント損失となりました。 

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第１四半期連結累計期間において、当社企業グループが事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な

変更はありません。

 

(3) 研究開発活動

   当第１四半期連結累計期間における当社企業グループの研究開発費総額は80百万円であります。

 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社企業グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 76,000,000

第１種優先株式 4,000,000

第２種優先株式 1,500,000

計 80,000,000

（注）当社の発行可能株式総数は、それぞれ普通株式76,000,000株、第１種優先株式4,000,000株、第２種優先株式

1,500,000株であり、合計は81,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、80,000,000株とする旨定款に規

定しております。

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数
（株）
（平成28年８月３日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,300,000 28,300,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

1,000株

第１種優先株式

（当該優先株式は行使価額

修正条項付新株予約権付社

債券等であります。）

800,000 800,000 非上場

単元株式数

1,000株

（注）

１、２、３

第２種優先株式

（当該優先株式は行使価額

修正条項付新株予約権付社

債券等であります。）

1,500,000 1,500,000 非上場

本株式は単元株

制度を採用して

おりません。

（注）

４、５、６

計 30,600,000 30,600,000 － －

（注）

１．第１種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の特質は以下のとおりであります。

  (1) 当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付され

る普通株式数が増加します。

  (2) 取得価額の修正の基準及び頻度

 ① 修正の基準：下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値

 ② 修正の頻度：毎年４月１日

 (3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

 ① 取得価額の下限：113円

 ② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限：

7,079,646株（平成28年６月30日現在における第１種優先株式の発行済株式総数800,000株に基づき算

定。同日の普通株式の発行済株式総数の25.0％）

 (4) 当社の決定により第１種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。

２．第１種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）に関する事項は以下のとおりであります。

  (1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

   (2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

  (3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容

取決めはありません。

  (4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

取決めはありません。
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３．第１種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の内容は次のとおりであります。

  (1) 議決権

後記(2)①に定める第１種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。

  (2) 優先配当金

 ① 優先配当金

当会社は、定款に定める利益配当を行うときは、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第

１種優先株式を有する株主（以下、「第１種優先株主」という。）又は第１種優先株式の登録質権者

（以下、「第１種優先登録株式質権者」という。）に対し、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記

録された当会社普通株式（以下、「普通株式」という。）を有する株主（以下、「普通株主」とい

う。）又は普通株式の登録質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第１種優先

株式１株につき以下の定めに従い算出される利益配当金（以下、「第１種優先株式配当金」とい

う。）を支払うものとする。ただし、当該事業年度において下記に定める第１種優先株式中間配当金

を支払ったときは、当該第１種優先株式中間配当金を控除した額とする。

 ② 優先配当金の額

第１種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第１種優先株式配当金は、

円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第１種優先

株式配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。

第１種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR＋1.0％）

「日本円TIBOR」とは、平成15年10月１日（配当起算日）及びそれ以降の毎年４月１日（以下第１種優

先株式配当算出基準日という。）現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、

次回の第１種優先株式配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第１種

優先株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第１種優先株式配当算出基準日とす

る。第１種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場

合は直前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し

手レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））を日本円TIBORに代えて用いるものとする。

 ③ 優先中間配当金の額

１株当たりの優先中間配当金の額は、第１種優先株式配当金の２分の１又は１株につき10円の低い方

を上限として決定する金額とする。

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され

た第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は

記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき第１種優先株式配

当金の２分の１又は１株につき10円の低い方を上限として決定する金額（以下、「第１種優先株式中

間配当金」という。）を支払う。

 ④ 非累積条項

ある事業年度において第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先株式配当金

の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑤ 非参加条項

第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対しては、第１種優先株式配当金を超えて配当は行

わない。

  (3) 残余財産の分配

当会社が残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し１株につき

1,000円を普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分

配は行わない。

  (4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利

当会社は、第１種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

また、当会社は、第１種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。
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  (5) 取得請求権

第１種優先株主は、平成18年４月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの間（以下、「取得請求可能

期間」という。）において、繰越利益剰余金の当期末残高から、当会社に当該取得請求がなされた事業年

度において、当会社が下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行った

か、行う決定を行った分の第１種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第１種優先株式の

全部又は一部を取得請求することができる。ただし、前記限度額を超えて第１種優先株主から取得請求が

あった場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定す

る。当会社は、第１種優先株式を取得するのと引き換えに第１種優先株式１株につき1,000円に第１種優先

株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭

を交付するものとする。

  (6) 取得条項

当会社は、平成18年４月１日以降、法令の定めに従い、第１種優先株式の全部又は一部を取得することが

できる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第１種優先株式を取得するのと引

き換えに第１種優先株式１株につき1,000円に第１種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日

から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、

その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度に

おいて第１種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

  (7) 消却

当会社は、法令の定めに従い、第１種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することがで

きる。

  (8) 普通株式の交付と引き換えに第１種優先株式の取得を請求する権利

第１種優先株主は、平成22年４月１日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式

の交付と引き換えに取得を請求（以下、「第１種転換請求」という。）することができる。

 ① 当初転換価額

当初転換価額は、平成22年４月１日における普通株式の時価とする。当該時価が113円（以下、「第１

種下限転換価額」という。）を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただ

し、下記③に規定の転換価額の調整の要因が平成22年４月１日までに発生した場合には、かかる下限

転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。

上記「時価」とは、平成22年４月１日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数

を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

 ② 転換価額の修正

転換価額は、平成23年４月１日以降毎年４月１日（以下、「第１種転換価額修正日」という。）にお

ける普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第１種下限転換価額を下回る

場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、

下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を

除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

 ③ 転換価額の調整

第１種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株

式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。

 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更さ

れる。
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 ④ 取得と引き換えに交付すべき普通株式数

第１種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引き換えに 

交付すべき普通株式数
＝

第１種優先株主が転換請求のために提出した第１種優先株式
の払込金額総額

転換価額

 

発行株式数算出にあたって１株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わ

ない。

  (9) 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

   (10) 議決権を有さないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 ４．第２種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の特質は以下のとおりであります。

  (1) 当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付され

る普通株式数が増加します。

  (2) 取得価額の修正の基準及び頻度

 ① 修正の基準：下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値

 ② 修正の頻度：平成30年以降毎年10月１日

  (3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

 ① 取得価額の下限：69円

 ② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限：

 21,739,130株（平成28年６月30日現在における第２種優先株式の発行済株式総数1,500,000株に基づき算

定。同日の普通株式の発行済株式総数の76.8％）

  (4) 当社の決定により第２種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。

５．第２種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）に関する事項は以下のとおりであります。

  (1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

 取決めはありません。

  (2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

 取決めはありません。

  (3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容

 取決めはありません。

  (4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

 取決めはありません。

６．第２種優先株式（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の内容は次のとおりであります。

  (1) 議決権

 後記(2)①に定める第２種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。

  (2) 優先配当金

  ① 優先配当金

当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、毎事業年度末日の株主名簿に記録された第２種優先

株式を有する株主（以下、「第２種優先株主」という。）又は第２種優先株式の登録株式質権者（以

下、「第２種優先登録株式質権者」という。）に対し、毎事業年度末日の株主名簿に記録された当会

社普通株式を有する株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき以下の定めに

従い算出される剰余金（以下、「第２種優先株式配当金」という。）を金銭により配当する。ただ

し、当該事業年度において下記③に定める第２種優先株式中間配当金を支払ったときは、当該第２種

優先株式中間配当金を控除した額とする。
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  ② 優先配当金の額

第２種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第２種優先株式配当金は、

円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第２種優先

株式配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。

第２種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR＋1.25％）

「日本円TIBOR」とは、平成24年10月１日（配当起算日）及びそれ以降の毎年10月１日（以下、「第２

種優先株式配当算出基準日」という。）現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オフ

ァード・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式において

は、次回の第２種優先株式配当算出基準日の前日までの毎事業年度について適用される。ただし、第

２種優先株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第２種優先株式配当算出基準日と

する。第２種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の

場合は直前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出

し手レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））を日本円TIBORに代えて用いるものとする。な

お第２種優先株式の発行日である平成24年９月27日から同年９月30日までは、配当金は支払われない

ものとする。

  ③ 優先中間配当金の額

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年９月30日の最終の株主名簿に記録された第２種

優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し、毎年９月30日の最終の株主名簿に記録された普通株

主又は普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき第２種優先株式配当金の２分の１又

は１株につき10円の低い方を上限として決定する金額の金銭（以下、「第２種優先株式中間配当金」

という。）を支払う。

 ④ 非累積条項

ある事業年度において第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し、第２種優先株式配当金

の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

 ⑤ 非参加条項

第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対しては、第２種優先株式配当金を超えて配当は行

わない。

  (3) 残余財産の分配

当会社が残余財産を分配するときは、第２種優先株主又は第２種優先登録株式質権者に対し１株につき

1,000円を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分配は行

わない。

  (4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利

当会社は、第２種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

また、当会社は、第２種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。

  (5) 取得請求権

第２種優先株主は、平成27年７月１日以降、毎年７月１日から７月31日までの間に当会社に対し事前の通

知（撤回不能とする。）を行った上で、直後に到来する８月31日（当日が銀行休業日の場合は翌営業日と

する。以下、「取得請求日」という。）において、当会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における

繰越利益剰余金の当期末残高の70％から、(i)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請

求日までに、当会社の普通株式、第１種優先株式及び第２種優先株式に対してすでに支払われたか、当会

社が支払う決定を行った配当金の合計額並びに(ii)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、

取得請求日までに、当会社が前記３．(6)に定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行

う決定を行った分の第１種優先株式の価額の合計額及び下記(6)及び(7)において定める取得条項による取

得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第２種優先株式の価額の合計額を控除した金額

を限度として第２種優先株式の全部又は一部を取得請求することができる。ただし、当該限度額を超えて

第２種優先株主から取得請求があった場合、取得すべき第２種優先株式は、抽選その他の方法により決定

する。当会社は、取得請求日に、第２種優先株式を取得するのと引き換えに第２種優先株式１株につき

1,000円に第２種優先株式配当金の額を当該取得請求日の属する事業年度の初日から当該取得請求日までの

日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を

四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとする。
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  (6) 取得条項

当会社は、平成27年７月１日以降、法令の定めに従い、第２種優先株式の全部又は一部を取得することが

できる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第２種優先株式を取得するのと引

き換えに第２種優先株式１株につき1,000円に第２種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日

から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、

その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度に

おいて第２種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

  (7) 消却

当会社は、法令の定めに従い、第２種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することがで

きる。

  (8) 普通株式の交付と引き換えに第２種優先株式の取得を請求する権利

第２種優先株主は、平成29年10月１日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式

の交付と引き換えに第２種優先株式の取得を請求（以下、「第２種転換請求」という。）することができ

る。

 ① 当初転換価額

当初転換価額は、平成29年10月１日における普通株式の時価とする。当該時価が69円（以下、「第２種

下限転換価額」という。）を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、

下記③に規定の転換価額の調整の要因が平成29年10月1日までに発生した場合には、かかる下限転換価

額について下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。

上記「時価」とは、平成29年10月１日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を

除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

  ② 転換価額の修正

転換価額は、平成30年10月１日以降毎年10月１日（以下、「第２種転換価額修正日」という。）におけ

る普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第２種下限転換価額を下回る場

合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、下

記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を

除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。

  ③ 転換価額の調整

第２種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式

を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。

 

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×

既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更され

る。

  ④ 取得と引き換えに交付すべき普通株式数

第２種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

 

取得と引き換えに 

交付すべき普通株式数
＝

転換請求に係る第２種優先株式の数に第２種優先株式１株当
たりの払込金額相当額を乗じて得られる額

転換価額

 

発行株式数算出にあたって１株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わ

ない。

  (9) 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

 会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

- 8 -

2016/08/04 13:30:56／16197650_日本アビオニクス株式会社_第１四半期報告書



  (10) 議決権を有さないこととしている理由

 資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 権利行使されたものはありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成28年４月１日～ 

平成28年６月30日
－ 30,600,000 － 5,895 － 750

 

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

（７）【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
第１種優先株式   800,000 

第２種優先株式  1,500,000 

－

－
(注)

議決権制限株式（自己株式等）              － － －

議決権制限株式（その他）              － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       51,000 － (注)

完全議決権株式（その他） 普通株式     28,164,000 28,164 (注)

単元未満株式 普通株式       85,000 － (注)

発行済株式総数          30,600,000 － (注)

総株主の議決権              － 28,164 －

（注）  内容は、「１．株式等の状況 (1）株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。

 

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本アビオニクス㈱
東京都品川区西五反

田八丁目１番５号
51,000 － 51,000 0.17

計 － 51,000 － 51,000 0.17

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,145 2,447 

受取手形及び売掛金 11,495 10,058 

たな卸資産 4,182 4,720 

その他 740 1,132 

貸倒引当金 △2 － 

流動資産合計 18,561 18,359 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,375 1,342 

土地 4,004 4,004 

その他（純額） 632 627 

有形固定資産合計 6,013 5,974 

無形固定資産 292 264 

投資その他の資産    

退職給付に係る資産 1,835 1,862 

その他 916 912 

貸倒引当金 △71 △71 

投資その他の資産合計 2,680 2,703 

固定資産合計 8,986 8,943 

資産合計 27,548 27,302 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 3,471 3,769 

短期借入金 5,405 5,753 

未払法人税等 13 5 

賞与引当金 809 424 

製品保証引当金 39 73 

その他 1,467 1,330 

流動負債合計 11,208 11,355 

固定負債    

長期借入金 3,233 2,795 

再評価に係る繰延税金負債 994 994 

退職給付に係る負債 5,308 5,284 

その他 24 24 

固定負債合計 9,560 9,099 

負債合計 20,768 20,455 

純資産の部    

株主資本    

資本金 5,895 5,895 

資本剰余金 750 750 

利益剰余金 △2,540 △2,434 

自己株式 △13 △13 

株主資本合計 4,091 4,197 

その他の包括利益累計額    

土地再評価差額金 2,253 2,253 

退職給付に係る調整累計額 434 395 

その他の包括利益累計額合計 2,688 2,649 

純資産合計 6,779 6,847 

負債純資産合計 27,548 27,302 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 4,860 4,321 

売上原価 3,942 3,415 

売上総利益 917 905 

販売費及び一般管理費 1,229 1,100 

営業損失（△） △311 △195 

営業外収益    

技術指導料 2 2 

受取手数料 1 1 

その他 6 0 

営業外収益合計 10 5 

営業外費用    

支払利息 23 22 

その他 4 7 

営業外費用合計 27 29 

経常損失（△） △328 △219 

特別損失    

固定資産除却損 0 0 

事務所移転費用 13 － 

特別損失合計 14 0 

税金等調整前四半期純損失（△） △342 △219 

法人税等 153 △326 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △496 106 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） 
△496 106 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △496 106 

その他の包括利益    

為替換算調整勘定 △1 － 

退職給付に係る調整額 2 △38 

その他の包括利益合計 1 △38 

四半期包括利益 △494 67 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △494 67 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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【注記事項】

（追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

減価償却費 119百万円 102百万円

のれんの償却額 22 22

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
      （単位：百万円） 

  情報システム 電子機器 
プリント 
配線板 

合計 

売上高        

外部顧客への売上高 2,541 1,526 792 4,860 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － 

計 2,541 1,526 792 4,860 

セグメント損失（△） △128 △22 △160 △311 

（注）セグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
      （単位：百万円） 

  情報システム 電子機器 
プリント 
配線板 

合計 

売上高        

外部顧客への売上高 2,081 1,524 714 4,321 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － 

計 2,081 1,524 714 4,321 

セグメント利益又はセグメント損

失（△） 
△224 96 △67 △195 

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しており

ます。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）
△17.57円 3.76円

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社

株主に帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）
△496 106

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（△）（百万円）

△496 106

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,249 28,248

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 2.64円

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） － 11,933

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

 当社は平成28年７月７日開催の取締役会において、東海旅客鉄道株式会社（以下、ＪＲ東海）が推進するリニア

中央新幹線計画に協力するため、プリント配線板の製造を分担している連結子会社の山梨アビオニクス株式会社

（以下、ＹＡＣＬ）の敷地の一部をＪＲ東海に譲渡し、当該敷地から建物等を収去する補償としてＪＲ東海から補

償金を収受すること、また、プリント配線板事業を沖電気工業株式会社グループ（以下、ＯＫＩ）に事業移管する

ことを決議し、それぞれ契約を締結いたしました。 

 

１．当該事象の内容 

 リニア中央新幹線の軌道が、ＹＡＣＬの敷地を通過し、一部の建屋が支障になることとなりました。この結果、

現工場での生産が不可能になるため、土地譲渡の補償対象となるＹＡＣＬは平成30年３月末までの生産停止を目指

すとともに、その後、建屋を解体、敷地上の動産を撤去し、ＪＲ東海へ土地を譲渡する予定です。（下記２．ご参

照） 

 リニア中央新幹線計画によるＹＡＣＬ工場閉鎖が不可避となったため、当社は様々な代替案の検討を進めてまい

りましたが、高信頼性プリント配線板の製造には、高いプロセス技術ノウハウと製造技術、並びに工場の品質管理

力が要求されるとともに、最終のお客様より品質に関する認定（ライン認定）を得た製造ラインでのみ生産が許さ

れるなどの事情もあり、工場の移転による事業の継続は困難と判断し、ＯＫＩへ当該事業を移管することを決定い

たしました。（下記３．ご参照） 

 当社企業グループが手がけるプリント配線板は、産業向けの超高多層のプリント配線板、温度や圧力に対する高

い耐環境性能が要求される宇宙・防衛向けの高信頼性プリント配線板と多岐にわたっております。移管先について

は、これらのプリント配線板の供給継続のために、当該領域に実績を持つ同業他社の中から、充分な事業規模があ

り、技術力、品質管理力等の優れたＯＫＩへの事業移管が最善と判断いたしました。事業移管にあたっては技術・

ノウハウの移転が円滑に進むよう注力してまいります。 

 事業移管の具体的内容につきましては、今後お客様と協議を行い、平成28年度後半より事業移管準備の整ったプ

リント配線板より順次その製造をＯＫＩへ切り替えるとともに、新規品の受注につきましても順次当社での受注活

動を停止してまいります。宇宙・防衛向けのプリント配線板の移管にあたってはライン認定を順次取得し、このラ

イン認定取得をもって事業移管が完了する見込みであります。 
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 なお、本件移管は、お客様の同意をいただく手続きを行いながら、準備の整ったお客様から順次ＯＫＩに移して

行くため、当社では事業移管と称しております。 

 

２．連結子会社における物件収去等に伴う補償金の収受 

（１）当該事象の発生年月日 

平成28年７月７日（契約締結日） 

 

（２）収去する資産の内容 

資産の内容及び所在地 
帳簿価額 

(平成28年３月末現在) 
現況 

建物、工作物、立木、動産他 
山梨県南アルプス市宮沢568番地 851百万円 工場として稼働中 

 

（３）当該事象の連結損益に与える影響額 

 収去する資産等に対する補償金を、特別利益として平成29年３月期に3,694百万円、平成30年３月期に

1,477百万円、土地の引渡時に2,216百万円を計上する予定であります。一方、引渡時までに建物その他資産

の帳簿価額及び譲渡に付随する費用等を、損失計上する予定であります。 

 

３．プリント配線板事業の移管 

 

（１）当該事象の発生年月日 

平成28年７月７日（契約締結日） 

 

（２）当該事象の移管先の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容 

① 名 称 沖電気工業株式会社 

② 住 所 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 

③ 代 表 者 の 氏 名 代表取締役社長執行役員 鎌上 信也 

④ 資 本 金 44,000百万円 

⑤ 事 業 の 内 容 

電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売及びこれらに関

するシステムの構築・ソリューションの提供、工事・保守及びそ

の他サービスなど 

 

（３）移管事業の規模 
 

  移管対象事業 (a) 平成28年３月期連結実績(b) 比 率(a/b) 

売 上 高 2,650百万円 22,920百万円 11.5％ 

 

（４）移管価額 

 本件移管において、移管先が必要とする資産（設備）は引渡時点の簿価にて譲渡する予定であります。こ

れ以外に本件移管についての対価は発生いたしません。 

 

（５）移管期日 

 平成30年３月31日（予定） 

 

（６）当該事象の連結損益に与える影響額 

特別損失として平成29年３月期に事業移管に係る費用490百万円を計上する予定であります。 

 なお、事業移管が完了するまでの期間において、事業規模縮小や現工場の閉鎖に伴い費用等が発生する懸

念がありますが、今後、当社企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影

響を与える事象が発生した場合には、速やかに開示してまいります。 
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２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月３日

日本アビオニクス株式会社 

取締役会 御中 

 

有限責任 あずさ監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 水 谷 英 滋  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 北 村 雄二朗  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニク
ス株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日
から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について
四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社の平成28年６月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
 
強調事項
 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年７月７日開催の取締役会において連結子会社である山梨アビ
オニクス株式会社における物件収去等に伴い補償金を収受すること及びプリント配線板事業を事業移管することを決議
し、それぞれ契約を締結した。
 当該事項は、監査人の結論に影響を及ぼすものではない。
 
利害関係
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年８月３日

【会社名】 日本アビオニクス株式会社

【英訳名】 Nippon Avionics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長  秋津 勝彦

【最高財務責任者の役職氏名】 執行役員  山後 宏幸

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田八丁目１番５号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役執行役員社長 秋津勝彦及び最高財務責任者 山後宏幸は、当社の第67期第１四半期（自 平成28年

４月１日 至 平成28年６月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されているこ

とを確認いたしました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。
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